
【交付書面】

第40回

定時株主総会
招集ご通知

日時 2023年6月23日(金）

午前10時 (受付開始　午前9時)

場所 東京都千代田区大手町一丁目7番2号
東京サンケイビル3階
大手町サンケイプラザ 311号室～312号室

　

証券コード　4832



（証券コード　4832）
(発送日）2023年６月６日

(電子提供措置の開始日）2023年５月26日
株 主 各 位

東 京 都 港 区 芝 浦 一 丁 目 ２ 番 ３ 号
Ｊ Ｆ Ｅ シ ス テ ム ズ 株 式 会 社
代表取締役社長 　 大 木 　 哲 夫

当社ウェブサイト
https://www.jfe-systems.com/ir/stock/sto_soukai/index.html

株主総会資料掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/4832/teiji/

東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第40回定時株主総会招集ご通知
　拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第40回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲
載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますよ
うお願い申しあげます。

上記の東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、銘柄名（会社名）または証券コード
を入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報を選択のうえ、株主総会招集通知の情報を閲覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使するこ
とができます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいま
すようお願い申しあげます。
〔書面により議決権を行使される場合〕

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年６月22日（木曜日）
午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。
〔電磁的方法（インターネット）により議決権を行使される場合〕

５頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2023年６月22
日（木曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１． 日　　時 2023年６月23日（金曜日）午前10時
２． 場　　所 東京都千代田区大手町一丁目７番２号

東京サンケイビル３階
大手町サンケイプラザ　311号室～312号室
（末尾のご案内図をご参照ください。）

３． 目的事項
報告事項 １. 第40期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第40期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件

当社の利益配分の基本方針および通期業績を踏まえた結果、当期の期末配当につ
きましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
当社普通株式1株につき金57円 この場合配当総額は、895,183,689円となります。
中間配当金(１株につき金40円)含め、年間配当金は1株につき金97円です。

第２号議案 取締役６名選任の件
取締役全員(6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、取締役6名（社内取締役4名、独立社外取締役2名（うち、女性取締役1名））
の選任をお願いするものであります。

候 補 者
番 号 氏名 性別 現在の当社における地位および主な兼職等

1
おお

大
 

 
き

木
 

 
てつ

哲
 

 
お

夫 再任 　 男性　
代表取締役社長
ＪＦＥコムサービス株式会社取締役会長
株式会社アイエイエフコンサルティング代表取締役副会長

2
くに

國
 

 
やす

安
 

　
 

 
まこと

誠 再任 　 男性　
取締役常務執行役員
ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長

3
しも

下
 

 
だ

田
 

　
 

 
じゅん

純 再任 　 男性　
取締役常務執行役員
株式会社アイエイエフコンサルティング取締役

4
ささ

笹
 

 
い

井
 

 
ひと

一
 

 
し

志 新任 　 男性　
常務執行役員

5
たけ

竹
 

 
だ

田
 

 
とし

年
 

 
ろう

朗 再任 独立 社外
　

男性　
取締役
マーサージャパン株式会社M＆Aアドバイザリーサービス部門パートナー

6
ほ

保
 

 
ぼ

々
 

 
まさ

雅
 

 
よ

世 新任 独立 社外　 女性　

株式会社イグアス取締役
大井電気株式会社取締役（監査等委員）
株式会社シイエム・シイ取締役
株式会社バカン取締役

記
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第３号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役宇田斉氏は任期満了となり、稲永宏和氏が辞任
いたします。つきましては、監査役２名（うち、独立社外監査役1名（女性監査
役））の選任をお願いするものであります。

候 補 者
番 号 氏名 性別 主な兼職等

1
わが

我
 

 
つま

妻
 

 
ゆ

由
か

佳
こ

子 新任 独立 社外　 女性　
弁護士
小田急電鉄株式会社監査役
一色法律事務所・外国法共同事業パートナー

2
え

江
 

 
ざと

里
 

 
けん

健
 

 
や

哉 新任 　 男性
　

ＪＦＥスチール株式会社法務部主任部員（理事）
兼　総務部ＣＳＲ室主任部員

第４号議案 補欠監査役１名選任の件
2022年6月24日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された永岡秀一氏
の選任の効力は本総会開始の時までとされておりますので、あらためて補欠監査
役1名の選任をお願いするものであります。

氏名 性別 主な兼職等
なが

永
 

 
おか

岡
 

 
しゅう

秀
 

 
いち

一 社外　 男性　
弁護士
シティユーワ法律事務所

４．招集にあたってのその他決定事項
⑴ 代理人によるご出席の場合は、株主様ご本人の議決権行使書用紙と委任状をご提出ください。
⑵ 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットにより行使された

ものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
⑶ インターネットによって、複数回議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権

行使として取り扱わせていただきます。
⑷ 議決権行使書において、各議案に賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとして

お取り扱いいたします。
以　上

１. 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげ
ます。

２. 議決権の代理行使につきましては、定款の定めにより、議決権を有する他の株主の方1名様に委任する場
合に限られておりますので、ご了承ください。

３. 電子提供措置事項に修正すべき事情が生じた場合は、１頁に記載の各ウェブサイトにおいて、その旨、修
正前の事項および修正後の事項を記載いたします。

４. 電子提供措置事項のうち、｢連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきまして
は、法令および定款の規定にもとづき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載
しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成す
るに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部です。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年６月23日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2023年６月22日（木曜日）
午後５時到着分まで

2023年６月22日（木曜日）
午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２・３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

ＪＦＥシステムズ株式会社

ＪＦＥシステムズ株式会社

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

ＪＦＥシステムズ株式会社

ＪＦＥシステムズ株式会社

××××年　×月××日

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
期末配当に関する事項

当社は、配当性向35%を目安に利益水準、再投資計画、財政状態等を総合的に勘案して
利益配分を行うことを基本方針としております。

通期業績をふまえた結果、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたい
と存じます。

①　配当財産の種類
金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金57円 総額は 895,183,689円となります。
なお、中間配当金として１株につき金40円をお支払いしておりますので、当期の
年間配当金は1株につき金97円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 、 重 要 な 兼 職 状 況 お よ び
当 社 に お け る 地 位 、 担 当

所有する当社
の 株 式 数

１

再任
おお

大
 

　
 

　
き

木
 

　
 

　
てつ

哲
 

　
 

　
お

夫
(1961年３月12日)

    1984年    4 月 川崎製鉄株式会社入社
    2008年    4 月 ＪＦＥスチール株式会社経理部主任部員
    2010年    4 月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式

会社企画部主任部員
    2011年    4 月 同社企画部長
    2014年    4 月 同社財務・ＩＲ部長
    2015年    4 月 同社常務執行役員
    2018年    4 月 ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員
    2020年    3 月 同社専務執行役員退任
    2020年    4 月 当社常勤顧問
    2020年    6 月 当社代表取締役執行役員副社長
    2021年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

ＪＦＥコムサービス株式会社取締役会長
（現任）
株式会社アイエイエフコンサルティング
代表取締役副会長（現任）

4,256株

［取締役候補者とした理由］
　大木哲夫氏は、ＪＦＥホールディングス株式会社およびＪＦＥスチール株式会社の要職を経て当社
の取締役に就任し、取締役として十分な実績を有しており適任であることから、あらためて選任をお
願いするものであります。

第２号議案　取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取

締役６名の選任をお願いするものであります。本議案が原案どおり承認された場合、当社取
締役会は社内取締役4名、独立社外取締役2名(うち、女性取締役1名)の体制となります。

取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 、 重 要 な 兼 職 状 況 お よ び
当 社 に お け る 地 位 、 担 当

所有する当社
の 株 式 数

２

再任
くに

國
 

　
 

　
やす

安
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
まこと

誠
(1961年10月４日)

    1984年    4 月 当社に入社
    2003年    4 月 当社ＫＣプロジェクト次長
    2004年    7 月 当社ＫＣプロジェクトリーダー
    2005年    9 月 当社Ｊ－ＢＥＡＴプロジェクトリーダー
    2008年    4 月 当社開発本部ＳＩソリューション第２開発部長
    2009年    4 月 当社ＳＩソリューション事業部

第２開発部長
    2010年    10月 当社金融ソリューション事業部開発部長
    2011年    4 月 当社金融ソリューション事業部

副事業部長兼開発部長
    2012年    4 月 当社執行役員
    2016年    4 月 当社常務執行役員
    2016年    6 月 当社取締役常務執行役員

ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役
社長（現任）

    2022年    4 月 当社取締役常務執行役員
ビジネスシステム事業本部長
開発企画部の担当（現任）

17,802株

［取締役候補者とした理由］
　國安誠氏は、当社の要職を経て取締役に就任し、十分な実績を有しており適任であることから、あ
らためて選任をお願いするものであります。

3

再任
しも

下
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
じゅん

純
(1961年３月21日)

    1984年    4 月 当社に入社
    2004年    10月 当社開発本部製造流通第1開発部長
    2005年    4 月 当社開発本部ＳＩソリューション第1開発部長
    2008年    4 月 当社ソリューション企画推進部長
    2009年    4 月 当社ＳＩソリューション事業部

ＥＲＰ事業推進部長
    2011年    4 月 当社ＥＲＰ・ＢＩソリューション部長
    2013年    4 月 当社執行役員
    2017年    4 月 当社常務執行役員
    2018年    6 月 当社取締役常務執行役員

2023年    4 月 当社取締役常務執行役員
ソリューション・プロダクト事業本部長
ソリューション・プロダクト事業本部
プロダクト事業部長
ソリューション・プロダクト事業本部
ソリューション事業部第３開発部の担当
（現任）
株式会社アイエイエフコンサルティング
取締役（現任）

19,637株

［取締役候補者とした理由］
　下田純氏は、当社の要職を経て取締役に就任し、十分な実績を有しており適任であることから、あ
らためて選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 、 重 要 な 兼 職 状 況 お よ び
当 社 に お け る 地 位 、 担 当

所有する当社
の 株 式 数

４

新任
ささ

笹　　
い

井
 

　
 

　
ひと

一　　
し

志
(1959年8月17日)

1982年    4 月 川崎製鉄株式会社入社
2003年    4 月 ＪＦＥスチール株式会社新統合システム

推進班主任部員
    2005年    4 月 同社西日本製鉄所工程部生産管理技術室

長
2011年    7 月 同社ＩＴ改革推進部主任部員
2014年    4 月 当社鉄鋼総括部長
2015年    4 月 当社鉄鋼総括部長　兼　製鉄所システム

プロジェクトリーダー
2016年    4 月 当社執行役員
2020年    4 月 当社常務執行役員
2022年    4 月 当社常務執行役員

鉄鋼部門の総括
鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発
部、モダナイゼーション推進部の担当
（現任）

5,513株

［取締役候補者とした理由］
　笹井一志氏は、ＪＦＥスチール株式会社のキャリアを経て、当社の要職を歴任し、十分な実績を有
しており適任であることから、新たに選任をお願いするものであります。

５

再任
社外
独立

たけ

竹
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
とし

年
 

　
 

　
ろう

朗
(1960年９月17日)

    1983年    4 月 株式会社大林組入社
    1992年    1 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
    1995年    9 月 ワイアット株式会社入社
    1998年    1 月 ベイン・アンド・カンパニー入社
    2004年    4 月 ワトソン・ワイアット株式会社入社
    2007年    11月 マーサージャパン株式会社入社

グローバルM&Aコンサルティング部門
プリンシパル

    2015年    3 月 同社M&Aアドバイザリーサービス部門
パートナー（現任）

2022年    6 月 当社取締役（現任）

1,642株

［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
　竹田年朗氏は、コンサルティング業界における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有し、Ｍ＆Ａや
事業提携などに精通しております。当該知見を活かして当社経営に対する監督、助言等いただくこと
を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 、 重 要 な 兼 職 状 況 お よ び
当 社 に お け る 地 位 、 担 当

所有する当社
の 株 式 数

６

新任
社外
独立
ほ

保
 

　
 

　
ぼ

々
 

　
 

　
まさ

雅
 

　
 

　
よ

世
(1960年７月22日)

    1983年    4 月 日本アイ･ビー･エム株式会社入社
    1995年    4 月 ＳＡＰジャパン株式会社入社
    1998年    11月 ヴィリアネット･ジャパン株式会社代表取

締役社長
    2004年    3 月 マイクロソフト株式会社業務執行役員
    2006年    7 月 日本オラクル株式会社常務執行役員
    2014年    4 月 青山学院大学大学院国際マネジメント研

究科特任教授
    2019年    6 月 株式会社イグアス取締役（現任）
    2019年    6 月 大井電気株式会社取締役
    2021年    6 月 大井電気株式会社取締役（監査等委員）

（現任）
    2021年    12月 株式会社シイエム・シイ取締役（現任）
    2022年    3 月 株式会社バカン取締役（現任）

0株

［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
　保々雅世氏は、IT業界における幅広いキャリアと企業経営に関する豊富な経験を有しております。
当該知見を活かして当社経営に対する監督、助言等いただくことを期待し、新たに社外取締役として
選任をお願いするものであります。

（注１）各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
（注２）竹田年朗氏および保々雅世氏は、社外取締役候補者であります。
（注３）竹田年朗氏が現在パートナーを務めるマーサージャパン株式会社および過去に業務執行者であった法

人と当社との間に取引関係はありません。また、保々雅世氏が現在役員を務める株式会社イグアス、
大井電気株式会社、株式会社シイエム・シイ、株式会社バカンおよび過去10年間に業務執行者であっ
た法人と当社との間に取引関係はありません。

（注４）当社は、竹田年朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、保々
雅世氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の選任が承認
された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。

（注５）当社は、竹田年朗氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任について、100万円または法令が規定する額のいずれか高い額を限度額として限定する契約を
締結しており、竹田年朗氏が再任された場合、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、
保々雅世氏が選任された場合、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

（注６）当社は、取締役および監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案
が原案通り承認可決され、取締役全員が就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。当
該保険契約は、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を
受けることによって生ずる損害について填補する契約です。ただし、法令違反の行為であることを認
識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
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氏名 地位 性別 年齢
所有するスキル、経験

経営/
戦略 DX IT関連

技術
ESG/
DEI

財務/
会計

M＆A/
新事業

大 木 哲 夫 代表取締役社長 男性 62歳 〇 〇 〇 〇

國 安 　 誠 取締役
(常務執行役員) 男性 61歳 〇 〇 〇(*)

下 田 　 純 取締役
(常務執行役員) 男性 62歳 〇 〇 〇 〇

笹 井 一 志 取締役
(常務執行役員) 男性 63歳 〇 〇 〇

竹 田 年 朗 独立役員
社外取締役 男性 62歳 〇 〇 〇 〇

保 々 雅 世 独立役員
社外取締役 女性 62歳 〇 〇 〇 〇 〇

（ご参考）取締役のスキルマトリックス
本総会において第２号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役のスキルマトリックス

は以下のとおりとなります。

(*) ITプロジェクトマネジメントを含みます。
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候補者
番　号

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 、 重 要 な 兼 職 状 況 お よ び
当 社 に お け る 地 位

所有する当社
の 株 式 数

１

新任
社外
独立

わが

我
 

　
 

　
つま

妻
 

　
 

　
ゆ

由
 

 
か

佳
 

 
こ

子
(1962年６月17日)

    1988年    4 月 長島・大野法律事務所（現　長島・大
野・常松法律事務所）入所

    1997年    3 月 フィリップ・モリス株式会社（現　フィ
リップ モリス ジャパン合同会社）入社

    1998年    11月 三井安田法律事務所入所
    2002年    1 月 同事務所パートナー
    2004年    7 月 伊藤見富法律事務所（現　モリソン・フォ

ースター法律事務所）パートナー
    2014年    7 月 隼あすか法律事務所パートナー
    2015年    10月 PwC弁護士法人パートナー

2022年    6 月 小田急電鉄株式会社監査役（現任）
    2022年    7 月 一色法律事務所・外国法共同事業パート

ナー（現任）

0株

［社外監査役候補者とした理由］
　我妻由佳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査を適切に遂行
いただけるものと判断し、社外監査役として新たに選任をお願いするものであります。

２

新任
え

江
 

　
 

　
ざと

里
 

　
 

　
けん

健　　
や

哉
(1971年12月10日)

1994年    4 月 川崎製鉄株式会社入社
2003年    4 月 ＪＦＥスチール株式会社法務部主任部員
2015年    4 月 同社法務部主任部員兼経営企画部海外事

業統括室主任部員
2019年    4 月 同社法務部主任部員
2023年    4 月 同社法務部主任部員（理事）兼総務部Ｃ

ＳＲ室主任部員（現任）

0株

［監査役候補者とした理由］
　江里健哉氏は、ＪＦＥスチール株式会社における法務部門での経験から会社法務に関する豊富なキ
ャリアと高い見識を有しており、当社の監査を適切に遂行いただけるものと判断し、監査役として新
たに選任をお願いするものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役宇田斉氏が任期満了となり、稲永宏和氏が辞任いたしま

す。つきましては、監査役２名（うち、独立社外監査役1名（女性監査役））の選任をお願
いするものであります。監査役候補者は、次のとおりであります。また、本議案につきまし
ては、監査役会の同意を得ております。

（注１）各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
（注２）我妻由佳子氏は、社外監査役候補者であります。
（注３）我妻由佳子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通して

おり、会社経営を監督する十分な見識を有していることから、監査役の職務を適切に遂行いただける
ものと判断しております。

（注４）我妻由佳子氏が現在パートナーを務める一色法律事務所・外国法共同事業、役員を務める小田急電鉄
株式会社および過去に業務執行者であった法人と当社との間に取引関係はありません。

（注５）我妻由佳子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の選任
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が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。
（注６）我妻由佳子氏および江里健哉氏が選任された場合、当社は、両氏との間で、両氏が監査役としてその

期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項
の損害賠償責任について、100万円または法令が規定する額のいずれか高い額を限度額として限定す
る契約を締結する予定であります。

（注７）当社は、取締役および監査役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案
が原案どおり承認可決され、監査役全員が就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生ずる損害について填補する契約です。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
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氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 、 重 要 な 兼 職 状 況 お よ び
当 社 に お け る 地 位

所有する当社
の 株 式 数

社外
なが

永
 

　
 

　
おか

岡
 

　
 

　
しゅう

秀
 

　
 

　
いち

一
(1976年11月３日)

    2001年    8 月 裁判所職員（裁判所事務官、裁判所書記官）

    2009年    9 月 弁護士登録（現任、東京弁護士会所属）

シティユーワ法律事務所入所（現任）

0株

［補欠の社外監査役候補者とした理由］
　永岡秀一氏は、弁護士として多数の企業の企業法務全般にわたる指導に従事しております。当社監査役に就
任された場合に、その経験を当社の監査に活かしていただくため、補欠の社外監査役としての選任をお願いす
るものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件
2022年６月24日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された永岡秀一氏の選任

の効力は本総会開始の時までとされておりますので、あらためて補欠監査役１名の選任をお
願いするものであります。補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

（注１）永岡秀一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
（注２）永岡秀一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
（注３）永岡秀一氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通してお

り、会社経営を監督する十分な見識を有していることから、監査役の職務を適切に遂行いただけるも
のと判断しております。

（注４）永岡秀一氏が社外監査役としてその期待される役割を十分に発揮できるよう、同氏が監査役に就任さ
れた場合、当社は会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任につい
て、100万円または法令が規定する額のいずれか高い額を限度額として限定する契約を締結する予定
であります。

（注５）当社は、取締役および監査役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案
が原案どおり承認可決され、永岡秀一氏が就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生ずる損害について填補する契約です。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

（提供書面）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　事業の経過および成果

当連結会計年度（2022年４月１日から2023年３月31日まで）における我が国経済は、ウイズコ
ロナの下で、行動規制緩和など政府の各種政策の効果もあり、景気は穏やかに持ち直してきまし
た。しかしながら、ウクライナ情勢の長期化による原材料の供給制約や世界的な金融引締め等が続
く中、物価高騰など、先行き不透明な状況が続いております。

情報サービス業界におきましては、企業のＤＸ推進や働き方改革への取り組みに関連し、生産性
向上のための情報システム投資も堅調に推移しております。

このような事業環境の下、当社グループは、“Accelerate innovation JFE-SIが加速する”をキャ
ッチフレーズに、2022～2024年度の３か年の中期経営計画を策定し、「製鉄所システムリフレッ
シュ本格化への対応」、「ソリューションビジネスの拡大・深化」、「クラウド・セキュリティ事
業の強化・拡大」、「ＪＦＥグループのＤＸ実績をもとにしたＤＸ新規ビジネスの拡大」などの重
要テーマの推進にあわせて、当社の強みの根幹である商品力・技術力と人材力に磨きをかけるため
の積極的な投資や、企業の土台ともいえるサステナビリティ活動といった全社共通施策を進めてま
いりました。

また、「投資家に開かれた会社」を目指すための施策の１つとして、2023年1月に株主様向け会
社説明会を開催いたしました。この説明会は、株主様には説明会の会場だけでなく、ライブ配信を
行い、地理的に幅広くご参加いただいております。今後とも、株主の皆様への情報発信・対話をす
すめてまいります。

当社は、引き続き中期経営計画のもとで、技術力・商品力と人材力を軸とした事業運営を指向
し、更なる成長・拡大を目指してまいります。

当連結会計年度の営業成績につきましては、ＪＦＥスチール株式会社向け製鉄所システムリフレ
ッシュの進展などにより連結売上高は前期比6,077百万円（12.1%）増の56,472百万円、営業利益
は前期比639百万円（11.4％）増の6,248百万円、経常利益は前期比638百万円（11.3％）増の
6,282百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比599百万円
（16.1%）増の4,323百万円となりました。
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区 分 第37期
［2019年度］

第38期
［2020年度］

第39期
［2021年度］

第40期（当期）
［2022年度］

売 上 高(千円) 47,953,363 46,467,767 50,394,813 56,472,106

営 業 利 益(千円) 4,803,234 4,666,046 5,608,910 6,247,828

経 常 利 益(千円) 4,802,736 4,697,775 5,644,136 6,281,649
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(千円) 3,180,955 3,085,695 3,724,037 4,323,444

１株当たり当期純利益 202円54銭 196円48銭 237円12銭 275円29銭

純 資 産(千円) 18,597,498 21,073,643 23,857,360 26,778,466

総 資 産(千円) 33,863,615 36,128,728 39,343,335 42,557,126

⑵　直前３事業年度の財産および損益の状況

※当社は2021年４月１日を効力発生日として１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記１株当たり
当期純利益の計算においては第37期期首に当該株式分割が行われたと仮定した上で、第37期及び第38期の数値を算
定しております。

⑶　設備投資等の状況
　　　特に記載すべき事項はございません。

⑷　資金調達の状況
特に記載すべき事項はございません。

⑸　対処すべき課題
当社グループは、2022年度から2024年度までの中期経営計画を策定いたしました。本中期経営計

画は、“Accelerate innovation  JFE-SIが加速する”をキャッチフレーズに、激しい競争・急速な環境
変化が想定されるＩＴ業界で、将来にわたって勝ち残る企業となることを目指し、以下の課題に取り
組んでまいります。

① ＪＦＥスチール製鉄所システムリフレッシュへの対応
当社は、ＪＦＥスチール株式会社および同グループ会社向けのアプリケーションシステムの開

発・維持を全面的に担っております。経営課題を共有し、ＩＴ化の企画立案から参画することによ
り、情報化戦略を共に推進するパートナーの役割を果たしてまいります。

特に、複数年に亘る大型プロジェクトである製鉄所システムリフレッシュに関しては、今年度に
ＪＦＥスチール株式会社仙台製造所基幹システムのオープン環境への完全移行を製造拠点としては
初めて完遂いたしました。引き続き、この経験・ノウハウを駆使し、円滑な推進を目指してまいり
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ます。また、本プロジェクトを通じて、ＪＦＥスチール株式会社の競争力強化に貢献するととも
に、当社の技術力強化や技術者の育成につなげてまいります。

② ソリューション・プロダクト事業本部におけるビジネス拡大
ソリューション事業については、ＥＲＰ(*1)とSIDEROS（シデロス）シリーズなどの自社製ソリ

ューションを組み合わせた複合ソリューションを中心に、既存製品のクラウド化などお客様ニーズ
に沿った商品提供を通じて、他社との差別化、さらなる競争力強化につなげてまいります。また、
ＢＩ(*2)分野に関しては、子会社である株式会社アイエイエフコンサルティングとのシナジーの拡大
に加え、共創ビジネスとしてＥＰＭ(*3)、DataLake(*4)等の分野にも新たに取り組んでまいりま
す。今年度においては、自社開発の原価計算・採算管理システム「J-CCOREs®（ジェー・シー・
コアーズ）」の新機能として、製造業の製品毎のサプライチェーン排出量を見える化する「CO2排
出量計算モジュール」の提供を開始いたしました。

自社プロダクト事業については、特色ある自社プロダクトの強化・拡販に注力することに加え、
当社固有の技術をベースに新たな商品を開発し、競争力のある商品に育てていくことを通じて、特
定のニーズに注力した商品の高シェア化、いわゆるニッチトップを標榜してまいります。
「食品業界向け品質情報管理ソリューション」に関しては、圧倒的な商品力を武器に拡販を進め、

食品に関する商品・品質情報の№１プラットフォーマーとしての地位を盤石にするとともに、クラ
ウド対応を進め、より幅広い顧客に訴求してまいります。また、電子帳票分野である「ｅ－ドキュ
メントソリューション」に関しては、現下の在宅勤務の広まりや、電子帳簿保存法改正をはじめと
した旺盛な顧客ニーズを捕捉すべく、こちらもクラウド対応や他社製品との連携等による商品ライ
ンアップの拡充を推進してまいります。

(*1) ERP：Enterprise Resource Planning
企業の持つ様々な資源（人材、資金、設備、資材、情報など）を統合的に管理・配分し、業務の効率化や

経営の全体最適を目指す手法。また、そのために導入・利用される統合型業務ソフトウェアパッケージのこと。
(*2) BI : Business Intelligence
経営・会計・情報処理などの組織のデータを収集・蓄積・分析・報告することで、経営上などの意思決定

に役立てる手法や技術のこと。
(*3) EPM : Enterprise Performance Management
企業の計画、予算の立案、編成から実績の収集を行い、予実分析から次のアクションへという企業の

PDCAサイクルを実現する仕組みのこと。
(*4) DataLake
データの解析や活用を行うため、あらゆる情報を保管するデータ管理システムのこと。
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③ 基盤サービス事業の拡大
基盤サービス事業においては、自社ブランドの拡充や新サービスの企画・開発など、サービス提

供型事業の拡大に注力いたします。また、情報セキュリティに関する豊富な知見・経験を有する専
門組織により、高度化するセキュリティリスクに対応してまいります。さらに、一般顧客向けのサ
ービスを拡充することで、新たなビジネスチャンスを捕捉してまいります。

④ DX事業の本格化
DX事業においては、「最適化」「予知・予測」「UX」「コグニティブ」の４技術領域を核に、

お客様の変革を共に推進する共創的パートナーとなることを目指してまいります。特に、当社の最
大顧客であり、DX・GXの先進的な取り組みを行っているＪＦＥスチール株式会社の各種施策の推
進に寄与することで、当社のＤＸ事業の本格化のみならず、ＪＦＥグループ全体のＤＸ推進に貢献
してまいります。

⑤ ビジネスシステム事業本部における重点顧客領域の拡大
継続してお取引いただいている大規模顧客向けのビジネスにおいては、お客様の業務内容や課題

をより深く理解し、サービスレベルを向上することで、安定・継続的な取引を確保するとともに、
新たな領域の受注につなげてまいります。

また、堅調なＩＴ投資が見込まれる自動車産業向けのシステム開発部門をはじめ、各事業のシナ
ジーの発現、生産性向上を目指してまいります。特に、顧客ニーズの高いローコード開発、SoE領
域の拡大に向けて、人材の育成・増強に注力するとともに、提案するソリューションのラインアッ
プ強化を図ってまいります。

⑥ ダイバーシティ・サステナビリティ経営の推進
当社は、性別・年齢・国籍に関わらず、社員一人ひとりが持てる力を最大限に発揮し活躍できる

環境づくり（ダイバーシティ）は極めて重要な経営課題のひとつと認識し、社員の意識改革と意欲
促進に取り組み、Diversity, Equity & Inclusionの実現を目指してまいります。特に、女性活躍に
関しては、2030年度までに女性役員・管理職（部長・課長級）比率12％（2021年度5.7％から倍
増）の目標を達成すべく、女性役員・管理職育成に向けた戦略的配置・登用を推進してまいりま
す。

また、サステナビリティに関しては、2021年12月に制定したサステナビリティ基本方針に沿っ
て、各種施策を着実に推進してまいります。
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⑦ 持続的成長に向けた人材の確保と投資の実行
人材の確保については、人材の獲得競争が激しくなる中、採用力の強化とオフショア開発を含め

たソフトウェアベンダーとの連携拡大等により、必要な人材を確保してまいります。
投資の実行については、事業開発、商品開発、商品改良など事業拡大に向けた取り組みや、当社

ビジネスとの相乗効果が見込める企業とのM&Aや事業提携などに重点的に投資してまいります。
今中期経営計画期間（３か年）の合計で、直近の年間利益額の３倍に相当する150億円規模の投

資を計画しております。

⑧ 不採算案件の発生防止
収益に多大な影響を及ぼす不採算案件の発生防止に向けて、受注可否判断、プロジェクト編成、

開発進捗管理など、すべての局面においてチェックを強化する仕組みを構築するとともに、顧客との
契約条件に関しても、モデル契約書の整備・活用を進めるなど、チェックの強化を図っております。
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事 業 分 野 事 業 内 容
鉄 鋼 事 業 　主にＪＦＥスチール株式会社および同グループ会社向けの業務システムの

SIを企画立案から行っております。
(主な対象分野)
・鉄鋼業界向け：販売、生産・物流、会計、原価、購買、需給、品質等のシ
ステム開発、保守

ソ リ ュ ー シ ョ ン ・
プ ロ ダ ク ト 事 業

　自社開発および他社より導入したソフトウェア商品の開発、販売および
それらを適用したSIを行っております。
(主な対象分野)
・ERP
・サプライチェーンマネジメントシステム
・BI
・原価管理システム、購買管理システム、人事給与システム
・ｅコマース、システム連携
・電子帳票システム(帳票データの電子化)
・食品業界向け品質情報管理システム、製法管理システム

基 盤 サ ー ビ ス 事 業 　情報通信基盤の構築、運用およびそれらを利用したITインフラソリュー
ションを提供しております。
(主な対象分野)
・クラウドサービス、サーバ仮想化サービス
・情報セキュリティ支援サービス
・緊急地震速報サービス
・音声クラウドサービス
・情報通信機器販売および付帯サービス（LAN構築、ヘルプデスク等）

D X 事 業 　鉄鋼事業をはじめとする各事業分野と連携を取りつつDXビジネスを推進
しております。
(主な対象分野)
・オフィスソリューション、製造現場ソリューション、プラットフォーム構築サポート

ビジネスシステム事業 　顧客の多様な業務ニーズに対応した、各業種・分野の業務システムの
SIを行っております。
(主な対象分野)
・製造、流通業界向け：販売、生産・物流、会計、原価、購買、需給、
　品質等のシステム開発、保守
・金融業界向け：勘定系、年金、クレジットカード等のシステム開発、保守

⑹　主要な事業内容（2023年３月31日現在）
当社グループは、情報システムの企画、設計、開発、運用、保守を行うシステム・インテ

グレーション(SI)に加え、特徴あるソリューションや自社プロダクトを活用したシステムの
構築および業務システムを支えるITインフラソリューションを主たる業務としております。
　主な事業内容は次のとおりであります。
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⑺　主要な事業所（2023年３月31日現在）
①　当社の事業所等

本社 東京都港区
事業所等 東京事業所（東京都千代田区）、鉄鋼関連事業部（東京都台東区）、東日本

事業所（千葉市中央区、川崎市川崎区）、中部事業所（愛知県半田市）、豊
田事業所（愛知県豊田市）、関西事業所（神戸市中央区）、西日本事業所
（岡山県倉敷市、広島県福山市）

②　子会社
ＪＦＥコムサービス株式会社　東京都台東区
株式会社アイエイエフコンサルティング　東京都中央区

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

1,839名 8名減

⑻　従業員の状況（2023年３月31日現在）

（注）従業員数には、当社グループ外からの受入出向者47名を含んでおります。
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会 社 名 資 本 金 当社の持株比率 主 要 な 事 業 内 容

ＪＦＥコムサービス株式会社 200百万円 66.60％ 企業向けシステム開発・運用、情報
通信機器販売、付帯サービス

株 式 会 社 ア イ エ イ エ フ
コ ン サ ル テ ィ ン グ 50百万円 100.00％ BI/EPMシステム導入コンサルティ

ングサービス

⑼　重要な親会社および子会社の状況（2023年３月31日現在）
①　親会社の状況

ＪＦＥスチール株式会社は、当社の株式を10,233,000株（持株比率65.16％）所有し
ています。当社は、同社の情報システム関連の企画・設計・開発・運用業務を受託して
おります。また、ＪＦＥホールディングス株式会社は、ＪＦＥスチール株式会社の全株
式（持株比率100％）を保有しております。
親会社と締結している重要な財務および事業の方針に関する契約等の内容の概要は以

下のとおりであります。
当社は、上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する社外取締役２名が就任し

ており、少数株主との間の利益相反を適切に管理し、少数株主の利益保護を害すること
がないよう、親会社との間の重要な取引に関しては、取締役会決議を経ることとしてお
ります。ＪＦＥグループのリスク管理上必要な事項については、親会社であるＪＦＥス
チール株式会社に対して事前に協議・報告を実施しておりますが、同社の関与は限定的
であり、事業運営の独立性は保たれていると考えております。また、当社の重要な業務
執行にかかる決定も含めて、取締役会においては、独立社外取締役を含む多様な意見を
ふまえ審議し、意思決定がなされていることから、当社は独自の経営判断を行うことが
できる状況にあると考えております。

また当社は、ＪＦＥホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシ
ステムを利用して余剰資金の預入を行っております。金利等の決定方法は市場金利を基
準とした変動性となっており、効率性や取扱いコストの優位性を勘案したうえで、他の
金融機関の取引条件以上となるよう、合理的に設定されており、当該取引が当社の利益
を害するものではないと判断しております。

②　子会社の状況

⑽　主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）
特に記載すべき事項はございません。
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⑴　発行可能株式総数 31,412,000株
⑵　発行済株式の総数 15,706,000株（自己株式1,023株を含む。）
⑶　株主数 5,874名
⑷　大株主

株 主 名 所 有 株 式 数（株） 持  株  比  率 （ ％ ）

Ｊ Ｆ Ｅ ス チ ー ル 株 式 会 社 10,233,000 65.16

Ｊ Ｆ Ｅ シ ス テ ム ズ 社 員 持 株 会 1,166,875 7.43

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 248,200 1.58

Ｊ Ｆ Ｅ プ ラ ン ト エ ン ジ 株 式 会 社 200,000 1.27
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ
Ｃ Ｏ Ｍ Ｐ Ａ Ｎ Ｙ  ５ ０ ５ ０ ５ ０ 110,600 0.70

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 110,300 0.70

ア ト ラ ス 情 報 サ ー ビ ス 株 式 会 社 100,000 0.64

Ｊ Ｆ Ｅ ア ド バ ン テ ッ ク 株 式 会 社 100,000 0.64

Ｊ Ｆ Ｅ 物 流 株 式 会 社 100,000 0.64

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 100,000 0.64

２．株式に関する事項（2023年３月31日現在）

（注）持株比率は、自己株式（1,023株）を控除して計算しております。
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地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 社 長 大 木 哲 夫 ＣＥＯ

ＪＦＥコムサービス株式会社取締役会長
株式会社アイエイエフコンサルティング代表
取締役副会長

取締役（常務執行役員） 國 安 　 誠 ビジネスシステム事業本部長
開発企画部の担当
ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長

取締役（常務執行役員） 中 村 　 元 経営企画部、経理部、人材開発部の担当
株式会社アイエイエフコンサルティング取締役

取締役（常務執行役員） 下 田 　 純 ソリューション・プロダクト事業本部長
ソリューション・プロダクト事業本部プロダ
クト事業部長

取 締 役 矢 野 正 吾
取 締 役 竹 田 年 朗 マーサージャパン株式会社M&Aアドバイザ

リーサービス部門パートナー
監 査 役 （ 常 勤 ） 松 井 毅 浩 ＪＦＥコムサービス株式会社監査役

株式会社アイエイエフコンサルティング監査役
監 査 役 宇 田 　 斉 ジェコス株式会社監査役

日本鋳鉄管株式会社監査役
福山瓦斯株式会社取締役

監 査 役 稲 永 宏 和 ＪＦＥスチール株式会社法務部主任部員
同社総務部CSR室主任部員
ＪＦＥアドバンテック株式会社監査役

３．会社役員に関する事項
⑴　取締役および監査役の状況（2023年３月31日現在）

（注１）取締役矢野正吾氏および竹田年朗氏は、社外取締役であります。
（注２）当社は、取締役矢野正吾氏および竹田年朗氏を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。
（注３）監査役松井毅浩氏および宇田斉氏は、社外監査役であります。
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氏 名 退 任 日 退任理由 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 状 況

佐 々 木 富 雄 202 2年6月24日 任 期 満 了 取締役

原 田 敬 太 202 2年6月24日 任 期 満 了 取締役

小 林 隆 照 202 2年6月24日 任 期 満 了 取締役
ディベート教育株式会社代表取締役

⑵　責任限定契約の内容の概要
　　当社と取締役矢野正吾氏、竹田年朗氏および各監査役は、会社法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約にもとづく損害賠償責任の
限度額は、100万円または法令が規定する額のいずれか高い額であります。

⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　　当社は、保険会社との間において、当社の取締役および監査役を被保険者として、被保
険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金およ
び争訟費用による損害を填補することを目的とする保険契約を締結しております。保険料
については、当社が全額負担しております。

　　当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為を含みます）に
起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することと
なる損害賠償金および争訟費用等の損害を填補することとされています。ただし、法令違
反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一
定の免責事由があります。

⑷　当事業年度中に退任した取締役および監査役
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⑸　当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2022年2月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決
定に関する方針（以下「決定方針」という）について決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な成長に向けたインセンティブとなるよう

個々の取締役の役割等に応じた基本報酬と、業績連動報酬で構成しております。基本報
酬は、役位、職責、在任年数に応じて同業他社動向などを総合的に勘案して決定してお
り、業績連動報酬は、基本報酬に一定割合を乗じて算定するものとしております。その
割合は、基本報酬の30％以下と定め、対象年度の連結経常利益を業績指標とし、これ
に各取締役の貢献度、会社重要施策への取り組み、その他特別に考慮すべき事情等を加
味して取締役毎に決定します。業績連動報酬は、年1回、株主総会後に金銭で支給する
こととします。なお、取締役のうち監督機能を担う社外取締役については、その職務に
鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、決定方針に基づいており、取

締役会は、その内容が、決定方針と整合しているため、当該方針に沿うものであると判
断しております。

②取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役は定款で15名と上限を定め、その金銭報酬の額は、2011年６月24日開

催の第28回定時株主総会において年額300百万円以内（うち、社外取締役年額30百万
円以内）と決議いただいております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち、社外取締役は２名）です。
監査役の報酬限度額は、1998年６月30日開催の第15回定時株主総会において年額40

百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３
名です。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会決議に基づき代表取締役大木哲夫が取締役の個人別の報酬

額の具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報
酬額ならびに業績連動報酬算定のために基本報酬に乗じる割合の決定とします。これら
の権限を委任した理由は、代表取締役が当社を取り巻く環境や経営状況等を当社におい
て最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

員 数
基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役 125百万円 108百万円 17百万円 － 9名
監査役 21百万円 21百万円 － － 2名
合 計 146百万円 129百万円 17百万円 － 11名

④取締役および監査役の報酬等の総額等

（注１）上記の報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役3名の報酬を含んでおります。
（注２）上記の員数には、無報酬の監査役１名を含んでおりません。
（注３）上記の業績連動報酬等の総額は、当事業年度における未払費用の一部として計上しております。

⑤業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は、経営活動全般の成果が反映されるものであり、業績向上への取締

役のインセンティブとする指標としてふさわしいと判断したため、連結経常利益を評価
指標としております。その額は、基本報酬に一定割合を乗じて算定するものとし、その割
合は、基本報酬の30％以下と定め、対象年度の連結経常利益を業績指標とし、これに各取締
役の貢献度、会社重要施策への取り組み、その他特別に考慮すべき事情等を加味して取締役
毎に決定します。当事業年度を含む連結経常利益の推移は、「１．企業集団の現況（2)　直
前３事業年度の財産および損益の状況」に記載のとおりであります。

－ 27 －



区 分 氏 名 兼職先会社名 兼職の内容 当社との関係

取 締 役 矢 野 正 吾 - - -
竹 田 年 朗 マーサージャパン株式会社 パートナー なし

監 査 役
松 井 毅 浩

ＪＦＥコムサービス株式会社
株式会社アイエイエフコン
サルティング

監査役
監査役

子会社
子会社

宇 田 　 斉
ジェコス株式会社
日本鋳鉄管株式会社
福山瓦斯株式会社

監査役
監査役
取締役

親会社の子会社
親会社の関連会社

なし

区 分 氏 名 出 席 回 数 主な活動内容および社外取締役に期待される
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要取締役会 監査役会

取締役 矢 野 正 吾 13回 -
上場企業の執行役員をはじめ、IT企業の経営トッ
プを務める等の豊富な経験から意見を述べるな
ど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための助言・提言を行っております。

取締役 竹 田 年 朗 11回 -
コンサルティング業務における幅広いキャリアと
豊富な国際経験から意見を述べるなど、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。

監査役 松 井 毅 浩 13回 13回

主に監査業務における豊富なキャリアと高い見識
から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提言を行っております。
また、監査役会において、同様の見地から適宜、
必要な発言を行っております。

監査役 宇 田 　 斉 13回 13回

他社の取締役および監査役としての豊富な経験か
ら取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を行っております。
また、監査役会において、同様の見地から適宜、
必要な発言を行っております。

区 分 員 数 報 酬 等 の 額
社外役員の報酬等の総額 5名 35百万円
親会社または当該親会社等の子会社から受けた役員報酬等 1名 18百万円

⑹　社外役員の状況
① 社外役員の重要な兼職の状況等

② 当事業年度における主な活動

（注１）当事業年度において、取締役会は13回、監査役会は13回、それぞれ開催いたしました。
（注２）取締役竹田年朗氏は2022年6月24日開催の第39回定時株主総会において就任いたしました。

就任後の取締役会の開催回数は11回であります。

③ 社外役員の報酬等の総額および当社の親会社または当該親会社等の子会社等（当社を
除く）から当該事業年度に役員として受けた報酬等の額
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区 分 金 額

・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の合計額 32百万円
・当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
　財産上の利益の合計額 32百万円

４．会計監査人に関する事項
⑴　会計監査人の名称
　　EY新日本有限責任監査法人

⑵　会計監査人に対する報酬等の額

（注１）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法にもとづく監査と金融商品取引法にもとづく監
査の監査報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区別できませんので、当事業年度に係る会計監査
人としての報酬等の合計額にはそれらの合計額を記載しております。

（注２）監査役会は、前事業年度の監査実績の相当性、当事業年度の監査計画の内容および報酬額の妥当性等
を検討した結果、会計監査人の報酬等に同意いたしました。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合には、検討のうえ、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。ま
た、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その他必要があると判断した場合は、会
計監査人の解任または不再任を株主総会の目的といたします。
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５．業務の適正を確保するための体制
当社は、内部統制体制構築に関して、取締役会において、下記のとおり決議しており

ます。
１. 当社の企業理念ならびに定款、取締役会規則などをはじめとする、業務遂行にかかわる

すべての規範、規程、規則、指針、運用細則など（以下「諸規程・規則」）は包括的一
体として、当社の内部統制体制を構成するものであります。したがって、当取締役会と
して、諸規程・規則が遵守されるよう図るとともに、企業活動にかかわる法令変更ある
いは社会環境の変化にしたがい、さらに業務執行の効率性の観点において、当社の体制
および諸規程・規則について適宜の見直し、修正を行うことにより、上記法令の目的・
趣旨が実現されるよう努めることを基本方針といたします。

２. 会社法第362条第４項第６号および会社法施行規則第100条第１項各号に掲げる体制に
関し、現行の当社の体制および諸規程・規則との関連については、次のとおりでありま
す。

⑴ 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制

① 当社およびグループ会社の経営にかかわる重要事項は、関連規程にしたがい、経営
会議の方針審議を経て、取締役会で決定いたします。なお、重要な投資案件につい
ては、関連規程に則って、所定の審査を経たのち取締役会で決定しております。

② 業務執行は、代表取締役社長のもと担当取締役等により、倫理法令遵守の観点にし
たがい、各部門の組織権限・業務規程に則って行っております。

③ 内部監査部門が、倫理法令遵守状況について監査しております。
⑵ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会などの会議体における実質的、効率的審議を図ることのほか、経営会議等

において業務執行の有効性・効率性の観点からの検討、ルール見直しを継続的に行
っております。

② 内部監査部門が、業務執行の有効性・効率性について監査しております。
⑶ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　　取締役会規則、情報セキュリティ管理規程、文書管理規程、秘密情報管理規程その他

情報の保存、管理にかかわる規程または規定が包括的に、本体制を構成しておりま
す。
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⑷ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① 経営にかかわるリスクについては、当社各部門の業務執行において、担当取締役等

がリスク管理上の課題を洗い出すことに努めており、個別の重要なリスク課題につ
いては、必要な都度、経営会議等で審議しております。経営会議等において、社内
横断的に当社事業にかかわるリスクの洗出し、対応方針の協議、検討を継続的に行
っております。

② 災害、事故などにかかわるリスクについては、全社防災規程などにもとづく対応を
原則とし、必要に応じ、経営会議等で個別の対策、対応あるいは規程の見直しを審
議しております。

③ 全社に影響を及ぼす重大危機発生時には全社危機管理委員会で対応方針を決定いた
します。

⑸ 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
る体制

① 当社はＪＦＥホールディングス株式会社およびＪＦＥスチール株式会社の子会社で
あり、親会社が保持するＪＦＥグループとしての、倫理法令遵守、リスク管理、財
務報告・情報開示などの体制のなかに当社および当社の子会社の体制が組み込まれ
ることにより、企業集団としての体制が構築されております。

② 当社は、グループ経営に関する一定の重要事項、当社の子会社の一定の重要事項
（損失の危険の管理に関する事項を含む）について、親会社との協議・報告までの
手順を義務づけ、当社の取締役会規則等により決定手続等を定め、審議・決定し、
または報告を受けております。

③ 当社は、親会社が設置するコンプライアンス委員会のもと、コンプライアンス委員
会を設置し、親会社のコンプライアンス委員会と連携し、当社および当社の子会社
の倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議・決定を行い、施策の実施
状況を監督しております。当社の子会社は、必要な倫理法令遵守体制を整備してお
ります。

④ 当社は、企業倫理ホットラインについて、当社および当社の子会社全体の倫理法令
遵守に関する重要な情報が現場から経営トップに直接伝わる制度として、当社の使
用人のほか当社の子会社の使用人等も利用者として整備し、適切に運用しておりま
す。

⑤ 当社および当社の子会社の内部監査部門は、親会社の内部監査部門と連携し、当社
および当社の子会社の業務の有効性・効率性ならびに法令および定款の遵守状況に
ついて監査しております。

⑥ 当社および当社の子会社は、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制、適時
適切な情報開示のために必要な体制を整備しております。
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３. 会社法施行規則第100条第３項各号に掲げる体制に関し、現行の当社の体制および諸規
程・規則との関連については、次のとおりであります。

⑴ 監査役の職務を補助する使用人に関する事項およびその独立性に関する事項ならびに
当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　現行、そのような使用人は設置しておりませんが、監査役が設置を求めた場合は監査
役と協議いたします。

⑵ 監査役への報告に関する体制
① 監査役は、取締役会、経営会議およびその他重要な会議に出席し、報告を受けてお

ります。
② 取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応

じ、監査役会、監査役に対して職務の執行状況（当社および当社の子会社に関する
事項に関する重要なものを含む。）を報告しております。当社の子会社の取締役、
執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役の要請に応じ、監査役に対して
職務の執行状況を報告しております。

③ 企業倫理ホットライン担当部署が受けた通報または相談された法令違反行為等につ
いては、監査役に対して内容を報告しております。監査役への報告については、企
業倫理ホットラインにより通報、相談もしくは報告した者が不利な取り扱いを受け
ないことを確保しております。

⑶ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　当社は、監査役の職務執行に必要な費用について請求があった場合、特に不合理なも
のでなければ前払い又は償還に応じております。

⑷ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、監査役会規則を定め、組織的かつ実効的な監査体制を構築しておりま

す。
② 取締役および使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役

等との意見交換、子会社調査、子会社監査役との連携等の監査役活動が円滑に行わ
れるよう、監査環境の整備に協力しております。

③ 監査役は会計監査人、内部監査部門の監査結果について適宜報告を受け、緊密な連
携を図っております。
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６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制につき、以下の通り整備・運用いたしてお

ります。
１．当社および当社の子会社の取締役等の職務執行および内部監査にかかる体制
⑴ 当社および当社の子会社の重要事項について、取締役会規則・経営会議規程等におい

て決定手続を明確に定め、同手続に従い取締役会および経営会議で十分な審議を経た
上で決定・報告を行っております。

⑵ 取締役・執行役員・使用人の職務権限について、当社の社内規程において明確に定
め、同規程を遵守しております。

⑶ 内部監査部門において業務の有効性・効率性、法令・定款の遵守状況について適切に
監査を実施するとともに、当社の子会社の内部監査部門が実施した内部監査結果につ
いて定期的に報告を受け確認しております。

２．当社および当社の子会社のリスク管理・コンプライアンスにかかる体制
⑴ コンプライアンス委員会を当期中1回開催し、コンプライアンスの方針や取り組み状

況についての確認を行いました。
⑵ 内部統制推進委員会を当期中１回開催し、当社および当社の子会社における財務報告

に係る内部統制の有効性に関する評価について確認を行いました。
⑶ 当社および当社の子会社の従業員等が利用できる内部通報制度として「企業倫理ホッ

トライン」を整備し、通報・相談者の不利益取扱い禁止に関する規程の遵守を含め、
適切に運用しております。

３．情報の保存・管理にかかる体制
⑴ 取締役会および経営会議での審議資料・議事録について、関係する法令および社内規

程に基づき、適切に作成・保存・管理を行っております。
⑵ 社内において作成された決裁書等、職務執行に係る重要な文書について、社内規程に

基づき、適切に作成・保存・管理を行っております。
４．監査役に関する体制
⑴ 監査役監査の実効性を確保するため、取締役会への出席のほか、常勤監査役について

は経営会議等に出席し、執行状況が確認できる体制としております。また、常勤監査
役に対し、各部門の業務の執行状況について定期的に報告を行っております。

⑵ 監査役の職務執行にかかる費用について、予算措置を講じ必要な費用を確保しており
ます。

⑶ 監査役は、内部監査部門から監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計
監査人との間でも定期的かつ必要時に報告聴取・意見交換等を行うなど、内部監査部
門・会計監査人それぞれと緊密な連携を図っております。

（注）　本事業報告中の表示数字未満の端数の取扱いは、四捨五入としております。
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［2023年３月31日現在］
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
預 け 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

33,146,490
4,043,092

6,947
9,937,150
3,182,613

25,129
181,349
36,331

13,950,000
1,790,828

△6,948
9,410,636
2,113,231
486,720

1,347,296
279,215

2,954,169
2,056,454
538,009
359,706

4,343,235
1,282,544
1,749,516
1,328,515
△17,340　

流 動 負 債 10,880,441
買 掛 金 2,709,856
リ ー ス 債 務 723,368
未 払 法 人 税 等 1,149,444
契 約 負 債 1,773,081
受 注 損 失 引 当 金 150,991
製 品 保 証 引 当 金 12,800
未 払 金 346,394
未 払 費 用 3,327,997
そ の 他 686,511

固 定 負 債 4,898,218
リ ー ス 債 務 758,507
退職給付に係る負債 4,139,712

負 債 合 計 15,778,660
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 25,036,627
資 本 金 1,390,957
資 本 剰 余 金 1,959,444
利 益 剰 余 金 21,687,281
自 己 株 式 △1,055

その他の包括利益累計額 846,078
その他有価証券評価差額金 741,966
退職給付に係る調整累計額 104,112

非 支 配 株 主 持 分 895,762
純 資 産 合 計 26,778,466

資 産 合 計 42,557,126 負 債 純 資 産 合 計 42,557,126

連 結 貸 借 対 照 表
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［2022年４月１日から2023年３月31日まで］
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 56,472,106
売 上 原 価 43,974,275

売 上 総 利 益 12,497,832
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,250,004

営 業 利 益 6,247,828
営 業 外 収 益

受 取 利 息 10,257
受 取 配 当 金 31,929
受 取 手 数 料 5,620
そ の 他 4,401 52,207

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,236
固 定 資 産 除 却 損 4,464
損 害 賠 償 金 10,212
そ の 他 474 18,386
経 常 利 益 6,281,649

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,281,649
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,976,474
法 人 税 等 調 整 額 △173,477 1,802,996
当 期 純 利 益 4,478,653
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 155,209
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,323,444

連 結 損 益 計 算 書
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［2022年４月１日から2023年３月31日まで］
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 2 年４月１日　残高 1,390,957 1,959,444 19,169,909 △1,055 22,519,255

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,806,072 △1,806,072
親会社株主に帰属する当期
純 利 益 4,323,444 4,323,444

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 2,517,372 ― 2,517,372

2 0 2 3年３月31日　残高 1,390,957 1,959,444 21,687,281 △1,055 25,036,627

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産

合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

退職給付に係る調整
累計額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

2 0 2 2 年４月１日　残高 483,407 77,824 561,231 776,875 23,857,360

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,806,072
親会社株主に帰属する当期
純 利 益 4,323,444

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 258,559 26,288 284,847 118,887 403,734

連結会計年度中の変動額合計 258,559 26,288 284,847 118,887 2,921,106

2 0 2 3年３月3 1日　残高 741,966 104,112 846,078 895,762 26,778,466

連結株主資本等変動計算書
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［2023年３月31日現在］
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
預 け 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

31,233,791
3,712,048

6,947
8,787,898
2,997,873

11,055
36,749

252,280
1,467,235

13,950,000
18,655

△6,948
9,947,259
1,914,013

440,316
1,429

124,972
1,347,296
2,378,487
2,024,725

353,763
5,654,759
1,280,300
1,706,240

506,869
1,477,284

695,770
△11,704　

流 動 負 債 12,410,348
買 掛 金 2,488,205
リ ー ス 債 務 723,368
未 払 金 188,446
未 払 費 用 2,884,259
未 払 法 人 税 等 941,419
契 約 負 債 1,714,667
預 り 金 2,818,776
受 注 損 失 引 当 金 150,991
製 品 保 証 引 当 金 12,800
そ の 他 487,418

固 定 負 債 4,425,039
 リ ー ス 債 務 758,507
退 職 給 付 引 当 金 3,666,533

負 債 合 計 16,835,387
（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 23,604,680

資 本 金 1,390,957
資 本 剰 余 金 1,959,236

資 本 準 備 金 1,959,236
利 益 剰 余 金 20,255,542

利 益 準 備 金 67,800
そ の 他 利 益 剰 余 金 20,187,742

別 途 積 立 金 3,530,000
繰 越 利 益 剰 余 金 16,657,742

自 己 株 式 △1,055
評 価 ・ 換 算 差 額 等 740,984

その他有価証券評価差額金 740,984
純 資 産 合 計 24,345,664

資 産 合 計 41,181,050 負 債 純 資 産 合 計 41,181,050

貸　借　対　照　表
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［2022年４月１日から2023年３月31日まで］
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 51,616,949
売 上 原 価 41,094,813
売 上 総 利 益 10,522,136

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,098,020
営 業 利 益 5,424,116

営 業 外 収 益
受 取 利 息 10,257
受 取 配 当 金 142,459
受 取 手 数 料 4,988
事 業 譲 渡 益 46,486
そ の 他 3,858 208,048

営 業 外 費 用
支 払 利 息 5,006
固 定 資 産 除 却 損 4,387
損 害 賠 償 金 10,212
そ の 他 466 20,071
経 常 利 益 5,612,093

税 引 前 当 期 純 利 益 5,612,093
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,678,000
法 人 税 等 調 整 額 △136,797 1,541,203
当 期 純 利 益 4,070,890

損　益　計　算　書
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［2022年４月１日から2023年３月31日まで］
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 合 計
2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 1,390,957 1,959,236 1,959,236
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― ―

2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 1,390,957 1,959,236 1,959,236

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金
2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 67,800 3,530,000 14,392,924 17,990,724 △1,055 21,339,862
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,806,072 △1,806,072 △1,806,072
当 期 純 利 益 4,070,890 4,070,890 4,070,890
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― 2,264,817 2,264,817 ― 2,264,817
2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 67,800 3,530,000 16,657,742 20,255,542 △1,055 23,604,680

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算 差 額 等
合 計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 482,816 482,816 21,822,678
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,806,072
当 期 純 利 益 4,070,890
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額） 258,168 258,168 258,168

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 258,168 258,168 2,522,985
2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 740,984 740,984 24,345,664

株主資本等変動計算書
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市 之 瀬 　 申
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤  尾  太  一

独立監査人の監査報告書
２０２３年５月１７日

ＪＦＥシステムズ株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ＪＦＥシステムズ株式会社の２０２２年４月１日
から２０２３年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ＪＦＥシステムズ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市 之 瀬 　 申
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤  尾  太  一

独立監査人の監査報告書
２０２３年５月１７日

ＪＦＥシステムズ株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ＪＦＥシステムズ株式会社の２０２２年４
月１日から２０２３年３月３１日までの第４０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第40期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程および第40期監査計画に従い、取

締役、執行役員等および内部監査部門と意思疎通を図り、情報の収集および監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および執行役員等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしまし
た。
　また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け、子会社に赴き、業
務および財産の状況を調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ
とを確保するための体制、その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項およ
び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づく
体制（内部統制体制）の整備・運用状況を監視および検証いたしました。
　なお、財務報告に係る内部統制についても、取締役および執行役員等ならびに
EY新日本有限責任監査法人から適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に
従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　監査役会は、第40期監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況および結果に
ついて報告を受けるほか、取締役および執行役員等ならびに会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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以上の方法に基づき、監査役および監査役会は、当該事業年度に係る事業報告およびそ
の附属明細書、連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書および連結注記表）ならびに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書および個別注記表）およびその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正し
く示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重
大な事実は認められません。

③　内部統制体制に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制体制に関する取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統
制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2)　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認
めます。

(3)　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認
めます。

２０２３年５月19日
ＪＦＥシステムズ株式会社　監査役会

社外監査役（常勤） 松 井　毅 浩 ㊞
社 外 監 査 役 宇 田　 　斉 ㊞
監 査 役 稲 永　宏 和 ㊞

　

以　上
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大手町駅下車Ａ４・Ｅ１　出口直結

Ｊ　Ｒ／東京駅丸の内北口より徒歩７分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

・多くの方にご来場いただいた場合、入場を制限することがございますので、予めご了承ください。


